
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症への対応について（第８５報） 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

 

 
 
 

(1) 兵庫県への要望 

「飲食店等に対する営業時間短縮要請の見直しに関する緊急要望」 

      

【内容】 

  兵庫県独自施策である「新型コロナウイルス感染症に係る飲食店等に対する営業 

時間短縮要請（対象地域：神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市）」に協力した事業者へ 

の協力金の給付について、阪神北地域も対象とするよう本日１４時に井戸知事に要 

望した。 

 なお、要望書は４市１町（伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町）の首長 

が連名で提出しました。 

 

    別紙１のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

記 者 提 供 資 料 

令 和 ３ 年 １ 月 １ ２ 日 

危 機 管 理 課 ( 担 当 ： 西 垣 ) 

電話 559－5057(直通)内線 2320 



別紙１ 

飲食店等に対する営業時間短縮要請の見直しに関する緊急要望 

 

 今月 9日、貴県では、県下の新型コロナウイルス感染症拡大による医療体制逼迫の状況

を踏まえ、大阪府、京都府とともに、政府に対し緊急事態宣言発出を検討するよう要請い

ただいたところです。 

 また、それに先立ち、県独自取り組みである「飲食店等に対する営業時間短縮の要請」

を発し、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の 4市を対象区域として、2月 7日までの間、

営業時間を午前 5時から午後 9時までとし、それに対する協力金 4万円を支給すること

としています。 

 しかしながら、今回の措置対象外となった阪神北区域の市町においても、感染拡大の影

響は甚大なものであり、市町内の事業者からも、今回の措置対象となった 4市と同様の措

置を求める声が多く聞かれている状況です。 

 つきましては、感染拡大防止と地域の経済を守る観点から、下記の事項について緊急に

要望します。 

 

記 

 

 １．兵庫県に緊急事態宣言が発令された場合、対応措置の内容を阪神北区域の市町にも

適用すること。 

２．緊急事態宣言発令前においても、希望する当該区域市町については、飲食店等に対

する営業時間短縮要請及び協力金支給の対象に含めること。 

 

令和 3年 1月 12日 

兵庫県知事 井戸 敏三 様 

 

伊丹市長 藤原 保幸  

宝塚市長 中川 智子  

川西市長 越田 謙治郎 

三田市長 森 哲男   

猪名川町長 福田 長治 


